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理 事 長 殿

監 事

平成２１事業年度監事監査計画について

標記について、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構における監事

の監査に関する規則（平成１４年駐労規第２７号）第４条の規定に基づき、

別紙のとおり提出する。

以 上
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別紙

平成２１事業年度監事監査計画

１ 監査方針
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構（以下「機構」という。）におけ

る業務の合法的、合理的、経済的かつ能率的な運営を確保するという観点に立
ち、４に掲げる事項を重点に監査し、機構の目的の達成に寄与する。

２ 監査区分
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構における監事の監査に関する規則

（平成１４年駐労規第２７号）第２条の規定に基づき、業務監査及び会計監査
を実施する。

３ 対象期間
原則として平成２１事業年度

４ 重点事項
（１）機構の役員（監事を除く。）の業務執行
（２）機構の目的に沿った合規性、正確性及び効率性のある業務実施
（３）独立行政法人会計基準による会計経理及び随意契約の適正化を含めた入札･

契約の実施状況
(４）保有資産の状況
(５）給与水準の状況
(６）内部統制の状況

５ 実施要領
監事監査は、本部及び支部において実施するとともに、内部監査部門（評価･

監査役）の監査結果を活用することとする。

６ 被監査部署及び実施時期
（１）本 部： ６月中旬

１２月上旬
（２）座 間 支 部： ８月下旬
（３）富 士 支 部： ８月下旬
（４）岩 国 支 部： ９月上旬
（５）横須賀支部：１１月中旬
（６）沖 縄 支 部： １月下旬
※ 監事の都合等により、実施時期に変更が生じる場合がある。

７ 監査補助者
評価・監査役及び評価・監査役付の職員

８ その他
監査の実施上、必要な事項については、被監査部署以外の支部等に対して、

資料の提出を求める場合がある。

以 上


